
◇
次
号(

二
八
四
号)

の
原
稿
募
集

①
『
土
佐
史
談
二
八
四
号
』
は
、
二
〇
二
三
年
十
一
月
十
五
日
に
発
行
す
る
予
定
で
す
。
原
稿
締
め

切
り
は
、
八
月
三
一
日
で
す
。

②
投
稿
原
稿
に
関
わ
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、『
土
佐
史
談
』
投
稿
規
定
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。「
主
題
」

に
つ
い
て
は
同
規
定
第
一
条
、
字
数
に
つ
い
て
は
同
規
定
第
二
条
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
原
稿
は

当
会
事
務
局
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

◇
『
土
佐
史
談
』
投
稿
規
定

第
一
条
【
投
稿
原
稿
の
主
題
】

投
稿
原
稿
の
主
題
及
び
内
容
は
、
土
佐
史
談
会
会
則
第
二
条
に
規
定
さ
れ
る
高
知
県
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る
歴
史
・
地
理
・
民
俗
・
考
古
ほ
か
、
こ
れ
に
類
す
る
分
野
の
テ
ー
マ
を
そ
の
内
容
と
す
る
。

第
二
条
【
論
文
・
史
料
紹
介
・
歴
史
余
話
の
字
数
】

投
稿
原
稿
は
、
未
発
表
の
内
容
で
次
の
字
数
で
ま
と
め
る
。

「
研
究
論
文
」
基
本
二
〇
〇
〇
〇
字
以
内
。

 
 
 
 
 
 
 

縦
書
き
二
四
字
×
二
一
行
×
二
段
を
一
頁
と
し
、
図
版
・
写
真
等
を
含
め
て
二
〇

頁
以
内
に
収
め
る
。

「
史
料
紹
介
」
基
本
一
〇
〇
〇
〇
字
以
内
。

 
 
 
 
 
 
 

縦
書
き
二
四
字
×
二
一
行
×
二
段
を
一
頁
と
し
、
図
版
・
写
真
等
を
含
め
て
一
〇

頁
以
内
に
収
め
る
。

「
歴
史
余
話
・
史
跡
紹
介
・
研
究
ノ
ー
ト
」
基
本
三
二
〇
〇
字
以
内
。

二
段
組
み
に
す
る
か
、
三
段
組
み
に
す
る
か
は
、
原
稿
内
容
を
見
て
、
編
集
委
員

会
で
決
定
す
る
。
図
版
・
写
真
等
を
含
め
て
四
頁
以
内
に
収
め
る
。

 
 
 
 
 
 
 

第
三
条
【『
土
佐
史
談
』
の
投
稿
締
め
切
り
日
並
び
に
発
行
日
】

『
土
佐
史
談
』
は
、
年
３
回
を
基
本
と
し
て
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。
発
行
日
及
び
投
稿
締
め
切

り
日
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
で
協
議
し
、
理
事
会
で
決
定
し
た
う
え
で
、
総
会
並
び
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
会
員
に
周
知
す
る
。

第
四
条
【
事
由
が
あ
る
場
合
の
大
幅
字
数
超
過
論
文
等
の
取
り
使
い
】

第
二
条
に
規
定
す
る
字
数
超
過
の
投
稿
原
稿
は
、
基
本
的
に
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但

し
、
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
審
査
を
行
う
編
集
委
員
会
の
期
日
ま
で
に



「
超
過
す
る
理
由
」
を
文
書
に
て
事
務
局
を
通
し
て
編
集
委
員
会
に
提
出
し
、
編
集
委
員
会
で
承
認

を
受
け
れ
ば
審
査
対
象
と
な
る
。
結
果
、
編
集
委
員
会
の
審
査
で
採
用
と
な
っ
た
場
合
は
分
割
掲
載

(

最
高
二
回
ま
で)

と
な
る
。

第
五
条
【
投
稿
論
文
等
の
審
査
・
投
稿
原
稿
採
用
に
つ
い
て
】

投
稿
原
稿
の
採
否
は
、
各
編
集
委
員
が
査
読
し
、
こ
れ
を
基
に
編
集
委
員
会
で
相
互
に
協
議
し
た

う
え
で
、
採
否
を
決
定
す
る
。
最
終
的
決
定
は
、
編
集
委
員
個
々
の
意
見
で
は
な
く
、
編
集
委
員
会

総
体
と
し
て
の
組
織
的
判
断
と
な
る
。

第
六
条
の
一

【
不
採
用
通
知
書
の
該
当
者
へ
の
送
付
・
投
稿
内
容
の
投
稿
者
へ
の
指
摘
及
び
問
い
合
わ
せ
】

第
五
条
で
の
協
議
の
結
果
、
不
採
用
の
場
合
の
み
、『
土
佐
史
談
』
発
行
日
ま
で
に
そ
の
簡
潔
な
事

由
を
記
述
し
た
不
採
用
通
知
書
を
該
当
者
に
郵
送
す
る
。
ま
た
、
編
集
委
員
会
の
審
査
の
中
で
投
稿

論
文
等
の
内
容
に
つ
い
て
不
備
、
も
し
く
は
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
編
集
委
員
長
の
名
に
お
い

て
不
備
の
指
摘
、
も
し
く
は
不
明
な
点
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
（
電
話
も
し
く
は
文
面
）
を
行
う
。

問
い
合
わ
せ
の
結
果
、
不
備
の
指
摘
も
し
く
は
不
明
な
点
が
解
決
さ
れ
な
い
場
合
は
、
採
用
見
送
り

と
す
る
。

第
六
条
の
二
【
投
稿
に
関
わ
る
質
問
及
び
不
採
用
事
由
の
回
答
に
つ
い
て
】

投
稿
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
事
務
局
を
通
し
て
編
集
委
員
会
に
回
答
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
投
稿
不
採
用
に
関
わ
る
苦
情
や
不
服
に
つ
い
て
は
、
不
採
用
通
知
書
で
記
載
し
た

こ
と
以
外
の
詳
細
な
事
由
を
事
細
か
く
回
答
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
七
条
【
投
稿
原
稿
の
デ
ー
タ
提
出
の
必
須
・
手
書
き
原
稿
の
早
め
の
提
出
に
つ
い
て
】

投
稿
原
稿
は
、
基
本
的
に
「
ワ
ー
ド
デ
ー
タ
」
ま
た
は
「
一
太
郎
デ
ー
タ
」
で
、
図
版
・
写
真
の

デ
ー
タ
を
必
ず
添
付
し
て
事
務
局
に
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
、
手
書
き
の
原
稿
の
場
合
は
、
締
め
切

り
日
よ
り
で
き
る
だ
け
早
く
提
出
を
心
が
け
る
こ
と
。
ぎ
り
ぎ
り
に
提
出
に
な
れ
ば
対
応
で
き
な
い

場
合
が
あ
る
こ
と
を
承
知
す
る
こ
と
。

第
八
条
【
投
稿
原
稿
の
推
敲
と
「
引
用
・
参
考
文
献
」「
註
」
等
の
文
末
記
載
に
つ
い
て
】

投
稿
原
稿
は
、
十
分
に
推
敲
し
て
投
稿
し
、「
引
用
・
参
考
文
献
」「
註
」
等
を
必
ず
文
末
に
付
け

る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
り
「
自
分
の
考
察
」
と
「
文
献
」
の
区
別
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
こ
の

点
が
不
明
確
な
論
文
は
、
初
め
か
ら
不
採
用
と
す
る
。


